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Ⅰ 自立支援型ケアマネジメント検討会議の趣旨 

 

 １．介護保険制度における理念 

 

    介護保険法第 2 条第 2 項において、介護保険における保険給付が要介護状態又は要支 

援状態の軽減又は悪化の防止に資するようにとあり、同法第 4 条には国民の努力及び義 

務として、「自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化 

を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、 

進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用す 

ることにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」こととされています。 

このように介護保険制度では、自立支援の理念のもとに実施されるものとなっており、 

できる限り本人の意思やその能力により安定した生活が行えるように身体機能及び生活

機能の向上を目指す社会保障の仕組みとなっています。 

平成 30 年 4 月に改正された介護保険法において、自立支援・重度化防止に向けた保険 

者機能の強化等の取組の推進が明確に示され、行政において取り組むことについて示さ

れています。 

 

 

  

出典：厚生労働省 
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 ２．地域包括ケアシステムについて 

 

 団塊ジュニア世代が 65 歳以上の高齢者となる 2040 年などを見据えると、今後も高齢 

化・長寿化は進展し、医療、介護のニーズは確実に増大していきます。 

    厚生労働省においては、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な 

限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の包括的な支 

援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 
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３．地域包括ケアシステムにおける地域ケア会議の役割 

 

高齢者が地域で安心して暮らしていくためには、医療・介護の連携、自助・互助・共助・

公助の適切なコーディネート、サービス資源の開発など、包括的なケアシステム（地域包

括ケアシステム）の構築を実現していく必要があります。 

   地域包括ケアシステムを行うための重要な手段として、「地域ケア会議」について法定化

（介護保険法第 115 条の 48）されています。 

この規定により市町村は地域ケア会議の設置に努めるとともに、地域ケア会議に出席

が必要な関係者等に対して資料・情報の提供など協力を得やすい体制が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省 
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 ４．地域ケア会議の持つ機能 

 

    地域ケア会議には、地域包括ケアシステムの構築を推進していくための５つの機能（① 

個別課題解決機能、②地域包括支援ネットワークの構築、③地域課題発見機能、④地域づ 

くり・資源開発機能、⑤政策形成機能）があり、個別ケースの課題解決を出発点として、 

地域における社会基盤の整備を図っていく仕組みとなっています。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５．自立支援型ケアマネジメント検討会議の位置づけ 

 

    自立支援型ケアマネジメント検討会議（以下、「検討会議」という。）は、地域ケア会議 

の中の１つの会議であり、介護保険法第 115 条の 48 に規定する会議です。 

    高齢者の自立支援・重度化防止の観点を踏まえた支援等の検討を行うことはもとより、 

支援内容の検討過程において自立支援に資するケアマネジメントの普及と関係者等の共 

通認識を図ることや地域課題の発見等につなげることが極めて重要となります。 

その手段として、専門多職種（医師、リハビリテーション専門職、ケアマネジャー、サ 

ービス事業所等）の助言を踏まえ、高齢者一人一人の支援方法を検討する検討会議は非

常に有効な手段です。 

    

個別課題

解決機能

地域包括支援

ネットワーク

の構築

地域課題

発見機能

地域づくり・

資源開発機能

政策形成

機能

地域ケア会議の５つの機能 個別課題

解決機能

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することに

より、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専

門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高め

る機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等

の相互の連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築する

機能

地域包括支援

ネットワーク

の構築

地域課題

発見機能

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共

通した課題を浮き彫りにする機能

地域づくり・

資源開発機能

インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、

地域で必要な資源を開発する機能

地域に必要な取り組みを明らかにし、政策を立案・提言して

いく機能

政策形成

機能この機能を行う会議のうち、自立支援や重

度化防止を推進する個別ケースの検討会

議として「自立支援型ケアマネジメント検

討会議」を行う 
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６．介護予防における自立支援・重度化防止の考え方の市民等への周知 

 

（1）市民への周知について 

  

    高齢者が地域で安心していつまでも元気で自立した生活を行っていくためには、高齢 

者本人の要介護状態の軽減や悪化の防止が必要です。 

介護予防における自立支援・重度化防止の考え方については、高齢者本人やその家族

及び高齢者支援を行う関係者（ケアマネジャーやサービス提供事業所など）が理解をし

たうえで積極的に取り組まなければなりません。 

本市においては、市民や高齢者支援を行う関係者等に対しまして、この考え方を浸透 

させていくことについて、第９期大阪市高齢者福祉計画・介護保険計画においても重点

的な取組として位置づけられているところであり、ひき続きこの取組についてあらゆる

機会を通じて周知を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）選定対象ケースの高齢者等への周知について 

 

    検討会議の対象ケースとなる高齢者及びその家族の方などに対して、要介護認定・要支 

援認定における要支援１又は要支援２の認定結果通知を送付する際に、次のページに掲 

載している資料№022 対象者周知用チラシも併せて認定事務センターより送付します。 

この周知用のチラシにつきましては、各地域包括支援センターの窓口にも用意してお

き、必要に応じて窓口での相談対応等に活用してください。 

    また、要支援者の初回訪問時にもチラシを活用してください。 
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７．検討会議における個人情報の取扱い 

 

検討会議は、「Ⅰ 自立支援型ケアマネジメント検討会議の趣旨」で記載していますと 

おり、介護保険法第 115 条の 48 に規定する『地域ケア会議』に該当するものであり、本

会議で個人情報を含む関係資料を使用する際には、十分に取扱いに注意しなければなり

ません。 

  

検討会議出席者については、検討する対象ケース（選定ケース）の情報など検討会議で

知り得た情報については、介護保険法第 115 条の 48 第 5 項において守秘義務が規定され

ており、同法 205 条第 2 項に罰則（1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金）が規定され

ています。 
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Ⅱ 検討会議の目的や会議開催の基本的事項 

 

 １．検討会議の目的 

 

   

  ・高齢者が地域でいつまでも自立した暮らしが営めるように、多職種が連携してケアマネ 

   ジャーのケアマネジメントを支援することで、「高齢者のＱＯＬの向上」を目指す。 

 

  ・ケアマネジャー等のスキルアップ並びにスキルの平準化を実施し、ケアマネジメントの 

   質の向上を目指す。 

 

  ・地域における高齢者の自立を妨げる地域課題等把握し、今後の政策形成につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．検討会議の実施主体等 

 

   検討会議は、大阪市として取り組む事業であり、委託先である地域包括支援センターにお 

いて開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-j1j8VCqO2hE/VnE4BgTeoPI/AAAAAAAA18M/4kYyj2HGUYw/s800/pose_genki07_ojiisan.png
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３．検討会議における選定ケースの選定基準 

 

（1）検討会議の対象ケース選定基準 

 

地域包括支援センターは、ケアプランから、次の通り、該当するケースを選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆次のような状況等が生じた場合には、取扱いに注意すること 

 

（1）選定後の生活状況に大きな変化があった場合 

・介護者の変更や市内転居の場合は、実際に行う検討会議の場において、その状況に

ついて説明する必要が生じることに注意してください。 

 

（2）対象ケースが死亡又は市外転出した場合 

・選定ケースが検討会議開催までの間に死亡や市外転出した場合には、原則として検

討ケースからは除外してください。 

・ただし、結果的に検討するケースが市外転出等のケースのみの場合は、当該ケース

の検討を行ってください。 

チェック 

ケースの選定基準

・在宅で生活する第１号被保険者であり、要支援者及び軽度な要介護認定者（要介護２まで）

の者であって、改善が見込まれるケース

（例えば、骨折等により一時的に介護度に変化があったケースなどで、サービス等の利用により、改善の見

込みがあるケース、また、要介護から要支援へ改善されたケースも対象）

・その他、自立支援・重度化防止の観点からケアマネジャーが専門職からの意見等を希望するケース
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  （2）検討会議選定ケースの優先順位について 

 

    検討会議で諮る必要のある選定ケースが複数（1 回あたりの検討件数を超える場など） 

生じている場合は、個々のケースの状況を把握し、地域包括支援センターの判断におい 

て優先順位を付け、検討の必要性が高いものから順番に検討会議にて検討するようにし 

てください。 

           

また、地域包括支援センターにて検討会議に諮る順番を決定するにあたり、対象ケース

を担当する居宅介護支援事業所（以下、「ケアマネ事業所」という。）に偏りが生じないよ

うな配慮も行う必要があります。 

 

  （3）検討会議前の高齢者本人への説明等 

   

介護予防における自立支援・重度化防止の考え方については、高齢者本人やその家族 

が理解をしたうえで取り組まなければなりません。 

 そのため、検討会議前には本人の身体状況や治療歴、生活状況等、かかりつけ医からの

情報提供や担当ケアマネジャーからサービス計画等を含めた支援状況に関する資料の提

供を受けることについての説明が必要です。 

 

   サービス計画等作成にあたって、「個人情報の利用に関する同意書」により、関係機

関に情報を提示することの同意を得ていますが、診療情報提供書等を依頼するにあたっ

ては、資料 No.021「個人情報の利用に関する同意書(自立支援型専用)」により、本人に

説明のうえ、かかりつけ医等から情報の提供を受けることの同意を得てください。 

 

    担当ケアマネジャー等が出席する検討会議では、医師やリハビリテーション専門職か

ら、どのようなサービスを組み合わせて利用すれば、住み慣れた自宅でより元気な生活を

続けられるかの助言をもらいます。会議後おおむね３か月以内に、地域包括支援センター

の担当職員と担当ケアマネジャーから高齢者ご本人に、助言内容の説明をします。（その

他必要に応じて、会議に出席した助言者（リハビリテーション専門職）の同行も可能）さ

らに、おおむね１年後には、地域包括支援センターと担当ケアマネジャーから高齢者ご本

人に、心身や生活の状況等を確認し、その際、必要に応じて、再度、地域包括支援センタ

ーがかかりつけ医等からの情報提供を受けること等を説明します。 

     

資料№021 個人情報の利用に関する同意書 
診療情報提供書等の提供を受けることの

同意を得る。 
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４．検討会議出席者等の役割について 

 

（1）検討会議出席者の役割 

  

 

  

上記以外に、高齢障がい者である場合には障がい福祉サービス事業所職員の出席が必要な場合もあり、

その場合においては、検討会議の趣旨を説明し、できる限り検討会議へ出席するよう促し参加の調整を行

ってください。 

役　割

①検討会議の司会進行
②各職種（主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師又は看護師）よ
り、それぞれの立場から意見等を行う。

上記以外の
 地域包括支援センター職員

①オブザーバーとしての参加。
②類似ケース等のこれまでの対応など、必要に応じて意見する。
③検討会議内容を把握し、検討会議報告内容をもとにそれぞれのセ
ンターにて小会議の開催を行う。※P40参照

・介護保険制度の内容を確認された場合の説明対応やケース検討し
ている中で確認できる地域課題の把握などを行う。
（介護保険担当者又は高齢者施策事業担当者のいずれか1名）

 ・選定ケースの状況説明（選定ケースの身体状況や生活環境だけで
なくサービス利用計画等の本人への支援状況も含めて状況説明を行
う）
・主催の地域包括支援センターや検討会議参加の医師・リハビリテー
ション専門職より生活状況や身体状況等について確認される場合に
説明することや、外部助言者等に対して病状等の内容などについて確
認を行う。

・主催の地域包括支援センターや検討会議参加の医師・リハビリテー
ション専門職並びにケアマネジャーより検討ケースに対するサービス利
用状況について確認された場合に説明することや、医師・リハビリテー
ション専門職、担当ケアマネジャーに対して病状等の内容などについ
て確認を行う。

・病状や障がい状況を把握し、医学的観点から事例の予後予測、対
象者の動作や活動について助言する。

・基本動作能力、応用的動作能力、社会適応能力の回復や維持、悪
化防止の観点からの助言を行う。

検討ケースにサービス提供している
介護保険サービス提供事業所職員

医師
（外部助言者）

リハビリテーション専門職
（外部助言者）

出席者

地域包括
支援セン
ター職員

開催
 地域包括支援センター職員

区保健福祉センター職員

検討ケースを担当する
ケアマネジャー

基本動作能力 立ち上がり、立位保持、歩行など

応用的動作能力 食事や排せつなど

社会適応能力 就労や地域活動への参加など

・司会進行役は、ケアマネ資格を有する者が望ましい。

・原則として3人（3職種）での対応とするが、当日やむを得ず

欠席した場合や出席包括職員において3職種のうち複数の資

格を有する者がいる場合については、司会役＋1名（合計2

名）での対応として構わないものとする。ただし、2名対応に

至った理由等については記録を残しておくこと。
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（2）その他の関係機関等の役割  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役　割

・検討会議において選定ケースの検討を行う際には、高齢者本人のか
かりつけ医が把握している本人の直近の病状等を把握することが必要
であるとともに、自立支援や重度化防止の観点からのかかりつけ医と
しての意見が必要となるため、認定申請時の「主治医意見書」に加
え、対象者の状態の変化に応じ「診療情報提供書」の必要性の有無に
ついて判断を仰ぎ、必要と判断された場合は「自立支援型ケアマネジ
メント検討会議用　診療情報提供書」に記載して提出していただく。

・訪問指導事業、訪問口腔衛生指導事業等の保健サービスの利用調整

・地域の介護予防活動に関する情報提供

・検討ケースの栄養方法に関する助言

・訪問栄養指導事業の利用調整

・検討会議において把握した地域課題を地域に不足する高齢者支援の
社会資源等の創出につなげる

・検討会議の開催の実施主管、検討会議の検討事例の集約

・関係者への事業説明や研修等

・市民に対する自立支援・重度化防止の観点の啓発や周知など

・各地域における地域課題の把握

介護保険課 ・市民や高齢者支援を行う指定事業所への周知

大阪市福祉局

地域包括ケア
推進課

関係機関等

かかりつけ医

各区保健福祉
センター

地域保健活動
保健師

管理栄養士

生活支援コーディネーター

※ケースの状況に応じて、区の実情に合わせ助言者として

その他の専門職に参加していただくことも可能です。 

 他の専門職に依頼する場合は、地域包括支援センター 

委託料から報酬の支出が可能です。 
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５．自立支援型ケアマネジメント検討会議に関する対応等の大まかな流れ等 

 

◆自立支援型ケアマネジメント検討会議の開催スケジュール（イメージ） 

 

  

※1年後

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 12月

※必要に応じ、ケアプラン変更 ※必要に応じ、ケアプラン変更
　　　　◆新規申請

　　　　要介護認定

アセスメント
　暫定ケアプラン作成 　　　モニタリング 　　　モニタリング

　　ケアプラン作成 　　　（3ヶ月後）

　▼選定ケース対象者の同意説明

　　▼選定ケース資料提出依頼

　　　▼検討会議資料用意

　　　　　▼会議出席者への事前資料送付

　▼検討会議の開催

　　　▼会議録作成

介
護
保
険

検
討
会
議

この期間において、検

討会議で自立支援や

重度化防止のための

ケアマネジメントの支

援を行う（検討会議の

実施）

モニタリングの際

に、ケアマネ

ジャーとともに包

括職員も同行訪

問する。（会議に

出席した助言者

（リハビリテー

ション専門職）が

同行訪問するこ

とも可能）

会議での意見に

ついて説明し、

本人の意思確認

等を行う。

1年後に、

本人の生

活状況等に

ついて把握

する。

ケアマネ

ジャーのモ

ニタリング

を活用する。

 

介護認定を申請してから決定するまでの期間としては、訪問調査や要介護認定審

査会の開催などがあるため、要介護認定までに約 1か月～1か月半程度かかります。 

検討会議対象ケースの選定を行うタイミングとしましては、まず要介護認定後に

サービス計画等の作成を行うためにケアマネジャーによるアセスメントが行われ、

ケアプランを実際に作成した後となります。 
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６．検討会議の開催予定日の決定など 

 

 （1）検討会議開催予定日の日程調整等 

 

    検討会議の年間開催予定日については、区内地域包括支援センター及び区保健福 

祉センターにおいて調整して決定します。開催日程を調整・決定する際には、検討会 

議に出席する医師やリハビリテーション専門職の方の都合等を確認し、関係者全員 

が参加できる日で開催するように日程調整を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

   

  各年度における年間開催日の決定にあたっては、地域包括支援センターが主とな 

り、年間又は一定期間の検討会議開催日程を調整することとなります。 

複数の地域包括支援センターがある区においては、いずれかの地域包括支援セン 

ターが主となって、年間又は一定期間の検討会議開催日程を調整してください。 

 

（2）開催回数・開催時期について 

 

①  １区１地域包括支援センターの場合（福島区・西区・天王寺区・浪速区） 

 

     隔月 1 回、地域包括支援センターにおいて開催します。 

     開催時期については、外部助言者などの出席者との調整により決定します。 

 

②  １区に複数の地域包括支援センターがある場合（上記①以外の区） 

 

    原則として、毎月（輪番制）開催します。 

月の中旬など、ケアマネジャーが参加しやすい時期に開催するなど工夫してくださ

い。 

 

 

 

     

 医師やリハビリテーション専門職等の外部助言者につきましては、事前に一

定期間（1年や半年間等）のスケジュールを確認して、両者の出席可能な日程を

ベースに年間開催計画等について事前に作成してください。 チェック 
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 Ⅲ 検討会議開催前準備業務等 

 

◆各担当における検討会議の開催までの対応等の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ケースの選定及び検討会議出席者への事前資料の送付 

 

（1） ケースの選定 

 

① 対象ケースの選定 

対象ケースの選定にあたっては、11 ページに記載する選定基準に該当する対象者を

選定してください。 

 

② 検討会議１回あたりの選定ケース数 

     検討会議１回あたりの選定ケース数は原則２件とします。 

     ただし、ケース選定時点において、検討に時間を要すると判断されるケース（複合的 

課題が多いなどのケース）と見込まれる（判断する）場合において、当該ケースの検討 

に要すると考える内容について検討会議の会議録等に事前にその理由を記載し、他の 

検討ケースの検討時間も併せて 2 時間程度で検討会議が行えるようにしてください。 

   

 

おおよその目安としては、 

検討会議開催日の約 4 週間前 
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（2）選定ケースの資料提供依頼 

 

  

 

 

・ 会議資料として、「利用者基本情報」、「興味・関心チェックシート」、「介護保険主治医意見 

書」、「介護予防サービス・支援計画書」、「週間サービス計画表」は必須とします。 

ただし、ケースの状況により、「診療情報提供書」を依頼した場合や、「課題整理総括表」

が必要と考えられる場合は、資料とします。 

・ 「基本チェックリスト」、「介護保険認定調査票」、「生活機能評価表」は、必要に応じてケ 

ースの状況により活用します。 

・ その他、包括独自で作成している資料は必要に応じて活用します。 

・ 当会議は地域ケア会議に該当するものであり、守秘義務が課せられていることからも、マ 

スキング処理は不要とします。 

※ただし、個人情報を含む資料の取扱い（郵送、手渡し等）については、各法人（包括）の

個人情報保護マニュアルに沿って取扱いを徹底すること。 

 

※１ 資料№003「興味・関心チェックシート」は、介護保険制度の給付等の手続において必

須の帳票となっていないため、ケアマネジャーに本検討会議用に作成するよう依頼してく

ださい。 

※２ 生活機能評価表は、『改善等の期待』等の記載については、参加者が協力して作成する方法

もあります。 

自立支援型ケアマネジメント検討会議を行う際の会議資料

作製者 資料№ 必須資料 資料名称 備考

№001 〇 利用者基本情報

№002 基本チェックリスト　〔ケースの状況により活用〕

№003 〇 興味・関心チェックシート　※１

№004 介護保険認定調査票（特記事項含む）　〔ケースの状況により活用〕

№005 〇 介護保険主治医意見書

№006 生活機能評価表　※２　〔ケースの状況により活用〕

№007 〇
介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）

※３　　　　　　　　　　　　　　（要介護者の場合、介護サービス計画）

№008 〇 週間サービス計画表

アセスメント
情報

№009 課題整理総括表　〔ケースの状況により活用〕

主
治
医

かかりつけ医の
意見等

№010 診療情報提供書（本事業設定様式） ※４
かかりつけ医

↓
地域包括支援センター

ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー

利用者に
関する情報等

　選定ケースにおけるこれら
の様式は、ケアマネジャーに
て用意します。

ケアプラン等

おおよその目安としては、 

検討会議開催日の約 3～4 週間前 
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※３ 資料集の資料№007 は厚労省標準様式（Ａ３タイプ）を添付しておりますが、本市「介護

予防ケアマネジメント事業実施マニュアル」に掲載のＡ・Ｂ・Ｃ表でも構いません。 

なお、ケアプラン等、地域包括支援センターで用意できない関係資料については、ケアマ

ネ事業所あてに事前に資料№017 資料提供依頼を用いて依頼します。 

※４ 主治医には、患者が検討会議の対象である旨を必ず説明のうえ、認定申請時の「主治医意

見書」に加え、対象者の状態の変化に応じ、「診療情報提供書」の必要性の有無について判

断を仰ぎ、必要があると判断された場合は作成を依頼します。 

 

● ケアマネ事業所に対しての関係資料提供依頼 

      

資料№017 資料提供依頼書（ケアマネ事業用） 
選定ケースの関係資料の提供依

頼を行う 

※当該依頼書については、ケアマネ事業所管理者あてに郵送又は手渡しにて 

 依頼を行います。 

 

   【作成依頼書送付の目途（依頼からの回答までの期間の目途】 

・ケアマネ事業所あて提供依頼 ・・・・ 依頼日より 10 日以内を目途とする  

 

≪ケアマネジャーへのお願い≫ 

検討会議において、当該高齢者のサービス利用等の状況など確認することが多く 

あることから、次の帳票について用意し、質問に対応できるようにしてください。 

①  介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表  

②  支援経過記録 

  

● かかりつけ医あて「診療情報提供書」の作成依頼 

     選定ケースの生活状況やこれまでの治療状況、今後の治療等の方針などの医療的

観点を含んだ意見等は、今後の高齢者本人の自立支援・重度化防止の観点において

必要となります。 

     主治医には、患者が検討会議の対象である旨を必ず説明のうえ、認定申請時の「主

治医意見書」に加え、対象者の状態の変化に応じ、「診療情報提供書」の必要性の有

無について判断を仰ぎ、必要があると判断された場合は作成を依頼します。 

 

資料№018 診療情報提供書作成依頼書 かかりつけ医に作成依頼する 

 

※当該依頼書については、かかりつけ医あてに郵送又は手渡しにて依頼を行います。 

※医療機関から要請があった場合は、「個人情報の利用に関する同意書」の提示などの 

対応を行ってください。 
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  【作成依頼書送付の目途（依頼からの回答までの期間の目途】 

   ・診療情報提供書 ・・・・・・・・・・・ 依頼日より 14 日以内を目途とする 

 

 

 

 

（3）事前資料配布前の事前準備 

 

①  関係資料の作成 

当会議は地域ケア会議に該当するものであり、守秘義務が課せられていることから

も、マスキング処理は不要とします。 

ただし、個人情報の取扱いには十分注意するとともに、会議終了後の資料回収に努

めるよう徹底をお願いします。 

             

   ② 選定ケース番号の採番 

 

      検討会議においては、開催する検討会議ごとに選定ケースについて採番を行い、そ

の番号を関係資料の 1 枚目（表紙）の右肩に表記してください。 

      選定ケースの採番方法については、次のとおりとします。 

 

     〔選定ケース採番方法〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

資料№011 
自立支援型ケアマネジメント

検討会議 選定ケース管理表 

当日までの準備状況や検討会

議の内容、その後の対応状況

等について把握し管理する。 

      

 

診療情報提供書の作成料については請求書払いとなるため、依頼書を送付する際には 

併せて「請求書」を同封して送付すること。 
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（4）検討会議出席者への開催案内及び事前資料の送付 

 

① 検討会議開催案内の通知 

 

資料№015 検討会議開催通知 10 日前までに開催案内を行う 

資料№023 
医療機関等あて助言者派遣

依頼書 

病院等に勤務されている外部助言

者に対し必要に応じて、医療機関等

代表者あてに派遣依頼を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ケースの状況に応じて、区の実情に合わせ、その他の専門職に参加していただくこ

とも可能です。 

 

 

 

 

◆検討会議関係資料を約 10 日前までに送付する理由 

 

検討会議に参加する関係者あてに関係資料を事前に確認いただき、当日の検討会議が

スムーズに進行するためです。 

検討会議開催案内送付先

会議出席者 送付箇所数 備考

医師 1か所
地区医師会より推薦されている医師（1名）
（区内で複数いる場合は、月単位での対応予定を事前に確認しておくこ

とが必要）

リハビリテーション専門職 1か所
理学療法士会より推薦されている者等（1名）
（区内で複数いる場合は、月単位での対応予定を事前に確認しておくこ

とが必要）

ケアマネ事業所（ケアマネジャー） 1か所
ケアプランを作成しているケアマネジャーあて送付す
る。

区保健福祉センター 1か所 区保健福祉センターあてに1名の出席依頼を行う。

区内地域包括支援センター
（オブザーバー）

区内箇所数
区内に他の地域包括支援センターがある区について
は、そのすべてに送付する。

サービス提供事業所
サービス提供
している事業
所数

サービス提供している事業所（訪問介護や通所介
護など）の管理者あてに依頼文を送付する。
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② 検討会議出席者人数の把握 

       

     検討会議開催案内において、出席の可否を確認し、出席者人数について把握してくだ 

さい。 

     参加いただく医師及びリハビリテーション専門職についてはそれぞれ各 1 名となっ 

ていますが、選定ケースのケアマネジャー等の出席においては、必要に応じて管理者 

が同席する場合もありますので、出席予定者について把握を必ず行ってください。 

     また、高齢者本人に対してサービス提供を行っている事業所の参加もありますので、 

サービス提供事業所の箇所数を把握してそれぞれからの出席予定者数について把握し 

必要座席数を確保します。 

なお、高齢者本人が利用する事業所数が多く、各事業所より複数名の参加を認める 

ことが困難であると判断する場合には、サービス提供事業所からの出席者数は事業者

あたり 1 名のみと限定することも可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事前提供資料の送付 

 

検討会議開催案内の送付と併せて検討会議関係資料（事前提供資料）も送付します。 

      

資料№016 事前送付資料送付書 事前提供資料と合わせて送付 

※特定の個人状況等を記載した資料であることから、必ず簡易書留郵便にて送付し

てください。 

※オブザーバーとして参加する区内の地域包括支援センター職員及び各サービス提

供事業所職員に対して、事前に資料を送付することを可とします。 

 

 

 

 

 

 

対象ケース本人やその家族から検討会議の同席希望の申し出があった場合の取扱い 

 

 本検討会議については、本人やその家族等からの意見を聞きながらケアプランを作成す

るものではなく、利用者本人が自立した生活を維持するためや重度化防止の観点から有識

者等（助言者）も含めて本人のサービス提供プランなどを検討するものであるため、本人

や家族等の同席は行わないものとします。 
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【注意事項①】 

事前提供資料送付先には検討会議当日に事前資料を持参いただく必要がありま

す。 

  外部助言者等に対して、当日の検討会議を円滑に進めるために事前資料として提供し

ますが、この事前資料については当日に持参していただく必要があるため個人情報を含む

資料の取扱いに十分注意していただくよう説明してください。 

 これらの資料については、検討会議終了後に開催者（地域包括支援センター）において

回収し、破棄（シュレッダー）を行うこととなります。 

 もし、外部助言者等が会議当日に事前送付資料を持参されなかった場合には、外部助言

者等より早急に事前送付資料を回収し、破棄しなければなりませんので注意してくださ

い。 

 

【注意事項②】 

 ＷＥＢを活用し、検討会議を行った場合は、確実に資料の回収を行い、開催者（地域包

括支援センター）において、破棄（シュレッダー）を行ってください。 

 

 

【注意事項】 

必要な事前提供資料が検討会議 10 日前までに揃わなかった場合の対応について 

 事前提供資料については、検討会議開催 10 日前までに送ることとなっていますが、診療

情報提供書については医療機関によって回答までに要する期間が異なったりする関係上、

事前送付の期日までに揃わないことも想定されます。 

 そうした状況となった場合には、診療情報提供書以外を必ず揃えて事前提供することと

し、送付の際には診療情報提供書について検討会議当日に示す予定であることを記載して

資料送付をしてください。 

検討会議事前資料送付先

事前資料送付 参考
（開催案内送付）

医師 ○

リハビリテーション専門職 ○

ケアマネ事業所（ケアマネジャー） ○

区保健福祉センター ○

区内地域包括支援センター
（オブザーバー）

○
（区内箇所数）

サービス提供事業所 ○
（サービス提供事業所数）

送付する

必要時
送付も可
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２．会場等の準備 

 

（1）開催場所の確保等 

 

検討会議の開催にあたっては、事前に把握した参加人数に応じた会議室の確保を行って 

  ください。検討会議において複数のサービス提供事業所を利用されている場合には、出席者

数が多くなるため、事前にサービス提供事業所数等を把握しておき、必要に応じた広さの会

議室等の確保をしてください。 

    

   また、基本的には検討会議開催当番の地域包括支援センターにおいて会議場所を確保す 

ることとしますが、催し物等の日程と重複する場合や参加人数により広い会場の確保が必 

要な場合は、他の地域包括支援センター等の協力を得て、別に会議場所の確保を行って開催 

することとしてもかまいません。 

ただし、その対応を行う場合については、個人情報の管理には十分に注意するようにして 

ください。 

 

   検討会議で取り扱う検討ケースが複数存在し、それぞれを担当するケアマネ事業所が異 

なる場合などで、検討会議において順番に参加する必要が生じた場合には、ケアマネ事業所 

のケアマネジャー等の待機場所が必要となりますので、その必要座席数についても確保し 

てください。その場合には、別途待機場所の確保も行っていただき、検討する 1 ケースあた 

り検討時間を事前に予測し、検討会議への出席時間について時間別に分けて出席するよう 

依頼しておくようにしてください。 

   ケアマネ事業所やサービス提供事業所等の複数人が待機する場合は、場所の確保をして 

ください。 

   なお、複数のケアマネ事業所のケースを検討する場合であって、検討会議の見学者として 

一度に参加しても差支えないと判断する場合においては、広い会議室などを確保し、すべて 

の参加人数が配席できるようにしてください。 
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（2）検討会議開催時の配席等 

 

      検討会議の出席者が、それぞれ意見等がしやすく、また、検討会議としての意見等

を集約できる環境を用意してください。 

      検討会議の開催にあたって出席者の配席については、下図を参考にしてください。 

 

 

      検討会議の出席者人数に応じて会議開催場所の用意を行う。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区内地域包括支援

センター職員

（オブザーバー）

社会福祉士
（主催地域包括支援センター職員）

　　　自立支援型ケアマネジメント検討会議の配席図（イメージ）

リハビリテーション

専門職医師

区保健福祉センター

職員 司会
（主催地域包括支援センター職員）

他の検討ケース担当ケアマネジャー

（待機者）

区内地域包括支援

センター職員

（オブザーバー）
保健師又は看護師
（主催地域包括支援センター職員）

サービス提供事業所

検討ケース担当ケアマネジャー

・会場の広さによって、配席やレイアウトは適宜変更してください。 
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（3）必要座席数の確保について 

 

      検討会議で複数の検討ケースの検討を行う場合で、それぞれ検討ケースごとに担

当するケアマネ事業所（ケアマネジャー）が異なる場合は、原則として他の検討ケー

スにおける検討が傍聴できる環境を確保してください。 

      他の検討ケースを担当するケアマネ事業所も同席（傍聴）できる状況とすることで、

本検討会議の目的の１つである、ケアマネジャー等のスキルアップ並びにスキルの

平準化を図ることができるため、傍聴を希望されるケアマネ事業所の職員がいた場

合には対応してください。 

      また、ケースを出さないケアマネジャー等、傍聴の希望があれば、受け入れは可能

です。ただし、個人情報と資料の取扱いについては、ご注意ください。 

 

 

(4) ＷＥＢ会議について 

 

  ＷＥＢ会議として開催するか、来場参加とＷＥＢ参加の併用方式で開催するかな

ど状況に応じて人数の調整をして下さい。 

  ＷＥＢ参加者の会議資料の回収等、個人情報の取り扱いには細心の注意をはらっ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）事前の対象ケースの状況等の把握 

 

    開催する地域包括支援センター職員においては、検討会議の出席者より質問等

の対応を行うこともあり、司会進行だけでなく地域包括支援センターとしての意

見を求められることもあるので、選定ケースの状況等について十分に把握してお

く必要があります。 

また、地域包括支援センターの立場より、ケアマネジャーに対して確認すること

や意見、質問等を行う必要があるかどうかについても確認しておき、検討会議の場

で意見等を行えるようにします。 
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Ⅳ 検討会議の開催 

 

 １．検討会議の進行 

（1）１回あたりの検討会議の時間は、2時間程度とします。 

      

（2）検討会議出席者等の受付 

資料№020 自立支援型ケアマネジメント検討会議参加者等受付簿 

検討会議で複数の事例の検討を行う場合には、異なった時間に来られる場合もある

ため、受付簿については検討会議開始後も設置しておいてください。 

 

(3) 進行の流れ・検討時間の目安 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容等
所要時間
（目安）

開催のあいさつ
・自立支援型ケアマネジメントの趣旨等の説明
・検討会議での意見について高齢者本人に対して説明す
ることの理解
・検討会議が地域ケア会議に属するものとの説明及び守
秘義務と罰則規定の説明

事例に対する支援内容・方針等の説明
・主治医意見書及びかかりつけ医の診療情報提供書
（必要時）による改善等の期待の説明

10分程度

司会者

医師

リハビリテーション専門
職
オブザーバー
（他のセンター職員）
区保健福祉センター
職員

サービス提供事業所

検討事例のまとめ
・各意見等の集約及び高齢者本人に説明する意見等の
確認
・ケアマネ事業所等が取り組むべき点の整理
・モニタリングにおける同行訪問日程調整
終了のあいさつ
（使用した関係資料の回収及び破棄）

10分程度

60分程度

発言者

主催地域包括支援センター
職員（司会）及び
区保健福祉センター職員

ケアマネジャー
（又は地域包括支援センター）

検討ケースのケアマネジャーからの状況等説明
①事例の基本情報の説明
・要支援認定を受けるまでの直近の経緯等
・地域住民の方などとの関係性等
②事例の生活行為課題の説明
・生活するうえでの課題
・地域的な課題等
③現在の状態に至った個人因子・環境因子の説明
・ケアマネジャーが考える重度化防止等の観点から見た
必要となる支援等
上記①～③を踏まえた現行ケアプランの説明

10分程度

主催地域包括支援センター職員
（司会）

合計（目安）時間

主催地域包括支援センター
職員（司会）

助言者

外部助言者からの意見
【現行プランに対して】
・質問や助言等を行う。

【重度化防止等の観点からの意見】
・再検討等が必要なプランなどの意見や助言。
・その他必要な支援などの意見や助言等。

30分程度
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２．司会進行の役割 

 

（1）司会者における議事進行 

 

検討会議の流れのイメージとして「地域包括支援センター職員等研修会模擬会議資料」 

参照。（P44参考資料１） 

 

≪議事進行の際の留意点≫ 

    ・事例の議題に対して共通認識を持ち参加者が活発的な意見ができるように配慮する。 

    ・ケアマネジャーからの事例説明後に事例の生活課題を明確にし、共通認識がもてるよ 

         う配慮する。 

・参加者全員より、自立支援に向けた支援の方法等についてそれぞれ意見をもらい、 

会議の最後にはそれぞれの意見の内容について確認するとともに、最終的に本人や 

ケアマネジャーへの検討会議からの意見についてまとめ、その内容について参加者 

全員に確認する。（合意形成） 

・会議で抽出された地域課題などを再確認する。 

 

（2）議事進行役（司会者）が意識することなど 

 

検討会議の議事進行は、地域包括支援センター職員が行います。 

司会者は、地域包括支援センターの立場としての意見も行う場合もありますが、

主として自立支援型ケアマネジメント検討会議の進行役であるとともに、意見や議

論等のまとめ役でもあり、本会議の要であることを認識して対応をお願いします。 

事例ごとに状態等が異なることから、参加者からの意見も多岐にわたり、議事の

進行対応もケースバイケースとなります。 

それを議事進行役の司会者が、うまく検討会議を進めていくためには、次のよう

な点について意識しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に内容を把握するとともに、検討する内容等についてイメージしておく。

検討事例あたりの所要時間を意識して進行する。

参加者のスキルアップなどの場であることを意識した進行を行う。

参加者の発言等も含め、地域課題等の発見・把握することを意識すること。

①　検討事例の状態像の十分な把握

②　検討会議における時間配分を意識する

③　検討会議参加者のOJTの場であることを意識する

④　個別事例の検討を通じて、行政課題を把握する場であることを意識する
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（3）議事に先だって必要となる説明（守秘義務・罰則の説明） 

 

      本会議は介護保険法第 115 条の 48 に規定する地域ケア会議に属するものであり、

守秘義務があることについて参加者に必ず説明してください。 

また、必要に応じて、守秘義務に違反した場合には介護保険法第 205 条第 2 項に

罰則が設けられていることについても説明してください。 

  ＷＥＢ会議参加者の室内環境等にも留意してください。 
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３．当日の流れ〔参考〕    

 

① 検討会議の趣旨説明 

 

    検討会議の趣旨説明について検討会議開催の初めに確認を行います。 

    なお、この趣旨説明は、検討会議の趣旨について記載した書類の内容確認により行う 

ことも可能です。 

 

《内容》 

   ・大阪市として、高齢者の自立支援・重度化防止を目的とした「自立支援型ケアマネ 

ジメント検討会議」を実施する。 

   ・ケアマネジャーの意識の向上も含め、いわゆる「お世話型ケアマネジメント」にな 

らないように、多職種での様々な観点から検討を行い、課題解決に向けて高齢者が 

自己決定できるよう支援し、重度化防止につなげていく。 

   ・高齢者の自立支援を妨げている課題を明確にし、地域（区）に不足する資源等の行 

政課題の発見・解決策の検討につなげる。 

   ・区の地域包括ケアシステムの深化・推進のために必要である取組とする。 

 

 

②  会議出席者の自己紹介 

 

   ・検討会議の開催時には、必ず出席者全員（傍聴者等は除く）の自己紹介を行います。 

 

③ ケアマネジャーから事例概要の説明 

  

  ・検討ケースにおける基本情報についての説明をケアマネジャーより行ってもらいま 

す。 

   ・説明においては、家族構成やこれまでの生活状況、支援が必要となった要因、作成し 

たケアプランの内容及びその理由など、必要な情報について説明を行ってもらいま 

す。 

   ・ケアマネジャーからの説明において不足する点等あった場合には、ケアマネジャーか 

らの説明後に確認を行ってください。 

   ・ケアマネジャーの説明から、事例の生活等の課題に対する共通認識が持てるよう配慮 

します。 
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④ 外部助言者等の参加者からの質問など 

 

   ・検討ケースの内容の説明後、外部助言者である医師やリハビリテーション専門職など 

からケアマネジャーに質問を行い、状況等の確認を行います。 

   ・地域包括支援センター職員（司会や保健師等）からも、確認したい内容等あれば質問 

を行います。 

   ・興味・関心チェックシートなど、書類上より確認できる本人の意向内容などと、作成 

    しているケアプラン内容に矛盾点や疑問点などがあれば、確認を行います。 

 

⑤ 課題整理のまとめ 

 

   ・各出席者よりでた意見などをもとに課題整理を行います。 

   ・課題整理においては、まとめる課題等について口頭で出席者全員に確認してくだ 

さい。 

 

⑥ ケアプランへの助言 

 

   ・課題整理の内容から考えられる検討ケースへの支援について、現行のケアプランにな 

いものであれば追加の検討などを行います。 

   ・また、ケアプランの作成において問題点等があった場合には、自立支援等の考え方も 

含め、ケアマネジャーに対して検討会議として意見を行います。 
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Ⅴ 検討会議終了後の対応など 

 

１．会議録の作成及び提供について 

 

（1）会議録の作成 

 

資料№012 自立支援型ケアマネジメント検討会議会議録 

 

 

（2）会議録の提供 

 

資料№019 検討会議会議録送付書 

 

検討会議の内容をまとめた会議録につきましては、検討会議に出席した方（オブザー 

バーとして参加した他の地域包括支援センターも含む）及びかかりつけ医へ送付し 

てください。 

 

資料№012 自立支援型ケアマネジメント検討会議会議録 

 

検討会議において外部助言者や参加者からの意見等をまとめるとともに、検討会議 

    としての現行のケアプランに対する意見や地域課題などをまとめ、会議録を作成しま 

す。 

会議出席者のうち医師・リハビリテーション専門職・区保健福祉センター職員などの 

検討会議出席者及び診療情報提供書の作成を行っていただいたかかりつけ医に対して

送付してください。 

 検討会議終了後の数日内に会議録を作成し、送付必要先へ送付するようにお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医への検討会議会議録の送付について 

 

 かかりつけ医に対して診療情報提供書の作成依頼を行い、診療情報提供

書を作成して提出いただいたかかりつけ医に対して検討会議会議録を送付

します。 

 診療情報提供書の作成について協力いただけなかった医師及び、認定申

請時から対象者の状態に変化がないため不要と判断した医師に対しては、

原則として会議録の提供は行わないこととして構いません。 

チェック 
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 (3)福祉局への報告 

 

資料№012 自立支援型ケアマネジメント検討会議会議録 

 

  【報告期限】 検討会議終了後の数日以内 

 

【福祉局への送付先】 

    ○送付先メールアドレス 

      福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課  

自立支援型ケアマネジメント検討会議担当者 

      Mail：chiikihoukatsu@city.osaka.lg.jp  

 

 

 

２．各区保健福祉センターの地域保健活動保健師や管理栄養士への相談 

 

各区保健福祉センターの地域保健活動保健師及び管理栄養士は、区内在住の方の健康等 

にかかる相談支援を実施しています。 

今回開催する検討会議におけるケースにおきまして、検討会議前・検討会議後に関わら 

ず相談等を行う必要がある場合には、通常業務の範囲において対応を行います。 

地域包括支援センターが、検討ケースに関する保健師や管理栄養士へ相談の必要が生じ 

た場合においては、相談を行う日時等の連絡を区保健福祉センターに行ったうえ相談を行

うようにしてください。 

 

また、検討会議における意見におきまして保健サービス等の利用が推奨（意見）された場 

合には、適切に引き継ぎ（相談や情報提供等）を行うようにしてください。 

 

 【地域活動保健師への相談内容】 

  ・各区保健福祉センターの保健師等が実施する訪問指導事業、訪問口腔衛生指導事業等の保 

健サービスの利用 

  

 【管理栄養士への相談内容】 

  ・栄養方法に関する助言 

  ・訪問栄養指導事業の利用 

 

  

mailto:chiikihoukatsu@city.osaka.lg.jp
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 ３．検討会議後の高齢者本人への説明等 

 

検討会議において、高齢者本人の身体機能や生活状況の維持・向上のための視点に

よる意見があった場合については、ケアマネジャーによる次回モニタリングの際に、

地域包括支援センターの担当職員も同行訪問できるよう、日程調整を行ってください。

（モニタリングの期限は会議後、３か月以内とします。） 

基本的には検討会議での意見及びそれを踏まえたケアプラン内容の変更案等の説明

についてはケアマネジャーが行うこととなります。 

必要に応じて地域包括支援センターの職員も協力してください。 

意見の説明を行った結果、高齢者本人が納得・同意され、支援方法を変更する場合に

おいては、ケアマネジャーにより高齢者本人に対する支援計画（ケアプラン）の変更を

図ることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者本人が同意されなかった場合】 

     検討会議ででた、意見の説明を高齢者本人に行うも納得されず、現行ケアプランを用

いたサービス提供での生活を継続することを望まれた場合においては、現行ケアプラ

ンを継続することとなります。 

 

 

 

 

 

 

検討会議での意見に対する本人同意について 

 

 検討会議で出た意見の内容を本人に伝えて、ケアプランが変更となる場合、

本人への同意確認は、口頭による確認で構いません。 

ただし、本人が何に同意したのか、記録等の記載を必ず行ってください。 

チェック 

検討会議の意見は、強制的にケアプランに反映できるものではないことに 

注意してください。 

ケースや区の実情に合わせて、モニタリング時、会議

に出席した助言者（リハビリテーション専門職）が同行

していただくことも可能です。 

その際は、事前に助言者へ同行訪問の協力依頼を行っ

たうえ、高齢者本人から必ず承諾を得てください。 

※なお、報酬に関しては地域包括支援センター委託料か

らの支出が可能です。 
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４．検討会議意見の説明の 1年後のモニタリングの実施 

 

    本人の同意によるケアプランの変更の有無にかかわらず、検討会議で出た意見を説

明するために行った訪問（モニタリング）を実施した月の概ね１年後（約 12 か月後）

を目途に再度当該高齢者の生活状況等を確認します。 

    概ね 1 年後の確認を行う際には、原則として本人宅へ再度ケアマネジャーと同行訪

問し、本人の事後（検討会議より概ね 1 年後）の身体状況や生活状況等について確認を

行います。確認した内容について資料№014 自立支援型ケアマネジメント検討会議報

告書（以下、「検討会議報告書」という。）を作成します。 

なお、訪問しての確認が困難である場合は、検討会議意見内容・それに対する高齢 

者本人の同意・ケアプラン変更の可否及び内容・概ね 1 年後の本人の状況確認を行う 

行為として、すべてにおいて網羅している場合に限り、アンケート方式により確認等

を行っても差支えありません。 

 

資料№014 
自立支援型ケアマネジト 

検討会議報告書 

確認日より 1 か月以内に福祉局高齢 

者施策部地域包括ケア推進課あて送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック 

◆検討会議での意見の内容における対象者本人のケアプラン変更につ

いて 

 

・この検討会議における意見については、あくまでも意見であることに注

意してください。 

・ケアプランの変更（作成）は、ケアマネジャーと高齢者本人との契約によ

るものであり、この検討会議の意見をもってケアプラン変更を行えるとい

う整理にはなりません。あくまでも高齢者本人が望むプランを作成するこ

ととなります。 

・ケアプランにおいて、自立支援や重度化防止の支援のため意見を高齢

者本人（又は家族等）に十分に説明し、高齢者本人よりケアプランに検

討会議の意見の内容を反映させたいとの申し出があった場合にのみケ

アプラン変更が可能となるので注意してください。 

本人が転居、死亡等の理由により 1年後のモニタリングが難しい場合は、事実が

分かった時点の情報をケアマネジャーより聞き取り、検討会議報告書様式№014 に

記載して下さい。 
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５．ケアマネ事業所（ケアマネジャー）の検討会議後の対応等 

 

  （1）ケアマネジャー等事業所職員への周知 

 

     検討会議に出席したケアマネ事業所の方に、検討内容や検討会議での意見等に 

ついて十分に理解してもらってください。（理解できない内容等については、検討 

会議の中で確認等を行ってください） 

後日、会議録が地域包括支援センターより送付されますので、当該会議録を用い 

て事業所内の他のケアマネジャーへ自立支援や重度化防止の観点から見た検討会での

意見などを伝達（周知）します。 

 

  （2）モニタリングの際の検討会議意見等の説明 

 

     検討会議での意見等については、高齢者本人に対してモニタリングを行う際に 

ケアマネジャーより説明します。 

     必要に応じて地域包括支援センターの職員も協力してください。 
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Ⅵ 会議出席する外部助言者への報酬等 

 

１．検討会議に出席する外部助言者への報酬について 

 

（1）外部助言者への報酬単価 

 

      検討会議に外部助言者として出席いただく医師及びリハビリテーション専門職の

方に対しましては、会議出席１回あたり次の報酬を支払います。 

      また、モニタリング時に、会議に出席した助言者（リハビリテーション専門職）が

同行訪問した場合の報酬も同額とします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      なお、検討会議参加にあたって外部助言者において交通費を要する場合もありま

すが、上記報酬額内には交通費相当額が含まれていますので、聞かれた場合にはそ

の旨回答してください。 

 

  

医師に対する報酬額

医師 （日額）

報酬額

16,500円（税込）

リハビリテーション専門職に対する報酬額

リハビリテーション専門職 （日額）

報酬額

10,400円（税込）
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（2）外部助言者への支払い 

 

      外部助言者への報酬支払いは、会議出席後に行ってください。 

      支払方法は、会議出席の確認が行えていれば請求書の提出は必要なく、支払うこと

を可能とし、次のいずれかにより支払ってください。 

 

①  現金払い（会議当日） 

 

検討会議の外部助言者に対する報酬を検討会議当日に支払う場合については、必

ず検討会議開催案内（事前資料送付時）において検討会議当日に支払いすることを

事前に伝えてください。 

検討会議開催当日には、会議開催前に報酬額を現金で用意し、検討会議終了後に

外部助言者に対して支払います。報酬の支払いを行う際に、当該外部助言者が受領

したことがわかるよう受領書を用意しておき、確認サインをもらうなど、記録を残

してください。 

 

    ② 口座振込払い 

 

検討会議終了後に口座振込を行う場合には、支払先振込口座を事前に把握する必

要があるので、外部助言者に「口座振替申出書」を提出していただいてください。 

その口座振替申出書にて指定する口座へ検討会議報酬を振り込みします。 

報酬の支払いの処理については、できるだけ早急に行うとともに、支払予定日に

ついて外部助言者に伝えてください。 

検討会議開催時には、振込先口座に変更がないか必ず確認していただき、振込先

の口座変更がある場合には、改めて「口座振替申出書」の提出を求め、新たに申し出

のあった口座へ報酬を振り込んでください。 
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２．かかりつけ医が作成する診療情報提供書作成料（文書料）の支払について 

 

（1）自立支援型ケアマネジメント用 診療情報提供書の作成料 

 

     検討会議にて使用する、かかりつけ医に作成いただく「自立支援型ケアマネジメ 

ント用 診療情報提供書」の作成料（文書料）については次のとおりの費用となり 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）かかりつけ医への文書料の支払い 

 

      診療情報提供書については文書料であるため、請求書を受領したうえで支払いを行

うこととなります。 

     そのため、自立支援型ケアマネジメント検討会議用診療情報提供書作成依頼書を送 

付する際に、併せて「請求書」を同封して送付してください。 

請求書については、診療情報提供書の送付と併せて受領することとし、当該請求書 

により支払処理を行ってください。 

     

   ※検討会議の日に間に合わなくても、記載していれば、作成料を支払うこととし 

 ます。 

 

  

診療情報提供書作成料

１ケースあたり報酬額

診療情報提供書 2,500円
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Ⅶ 自立支援型ケアマネジメント小会議 

 

１．自立支援型ケアマネジメント小会議の目的 

 

     圏域内のケアマネ事業所を参集して、検討会議において検討した内容等の意識共有

等を行う「自立支援型ケアマネジメント小会議」（以下、「小会議」という。）を開催し

ます。 

この小会議は検討会議と同様に高齢者本人の自立支援や重度化防止の観点からみた

検討や意見交換を行うとともに、ケアマネジャーやサービス提供事業所における自立

支援に資するケアマネジメントの理解やスキルアップ等を行うもので、検討会議の一

部として位置づける会議です。 

     ただし、個人情報の取扱いには十分注意するとともに、会議終了後に開催者（地域

包括支援センター）において回収し、廃棄（シュレッダー）をおこなってください。 

 

２．開催時期・回数・内容について 

 

（1）開催時期 

 

    ・検討会議の開催状況により、包括圏域の実情に合わせて実施します。 

   （例えば、ケアマネジャーの参加しやすい中旬に開催するなど） 

  ・事前に年間開催計画（スケジュール）を作成し、年度当初に圏域内のケアマネジャー

へ示します。（例：○月の○週目に開催する等） 

（年度当初に示したスケジュールに変更がある場合は、適宜調整を行う） 

 

（2）開催回数 

  

・年２回以上開催します。 （１区１包括は、年１回以上） 

・１区に複数包括がある場合は、合同開催も可能とします。              

・居宅介護支援事業者連絡会とあわせて開催するなど、ケアマネジャーが参加し 

やすいよう開催方法を工夫してください。 

     

   （3）開催内容 

 

・検討会議のケースを踏まえたうえで、全件を網羅することにとらわれず、包括及び

ケアマジャーが自立支援・重度化防止の観点から有意義であると考えるテーマに応じ

て開催・地域ケア会議「振り返り：事例検証」として開催することも可能とします。 
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・ケアマネジャーの支援や参加者確保の観点から、可能な範囲で「法定外研修」と位

置づけ開催するなど、ケアマネジャーが参加しやすいよう工夫をしてください。 

 

 ３．所要時間 

 

     小会議の時間については、２時間を基本とします。 

     小会議の事例検討等を行う件数が少ないなどにより短時間（1 時間以内）で終了す

ると想定される場合には、1 時間での開催でも可能とし、参加いただく外部助言者

（リハビリテーション専門職）に対して１時間以内での開催とすることを必ず開催案

内時に伝えてください。 

 

４．出席者 

    

     ① 地域包括支援センター職員（司会及び会議録内容等の説明） 

→ 会議録の説明を検討会議出席者より行います。 

     ② 地域包括の圏域内のケアマネ事業所（管理者やケアマネジャー） 

→ 検討会議での意見等についての説明を行うなどすることにより、自立支援 

や重度化防止の観点を理解していただきます。 

③ リハビリテーション専門職 

       → リハビリテーション専門職としての意見や助言を行います。 

④ その他専門職 

→ 必要に応じてテーマに沿った、その他専門職の出席を可能とします。 

その際の報酬は地域包括支援センター委託料から支出が可能です。 

 

    ・小会議出席者に対して事前（約 1 週間前）には開催案内を行う必要があります。 

（事前に年間開催計画（スケジュール）を作成し、年度当初に出席者へ示しておくこ

とが望ましい） 

    ・小会議の方法はＷＥＢ会議として開催するか、来場参加とＷＥＢ参加の併用方式の

会議とすることも可能です。 

    ・小会議終了後、会議録を作成してください。 

 

資料№013 自立支援型ケアマネジメント小会議会議録 

 

 

 

 

 

※福祉局への送付は不要です。包括にて保管してください。 
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５．リハビリテーション専門職（外部助言者）への報酬について 

 

    小会議に参加するリハビリテーション専門職への報酬については、検討会議と同時間

での会議を想定していることから、原則として検討会議の報酬額と同額とします。 

    報酬の支払い方法等につきましては、検討会議の外部助者への報酬の支払いと同様の

対応を行います。 

 

        

 

 

 

※その他専門職の報酬は地域包括支援センター委託料から支出が可能です。 

 

 

 

 

 

   感染症等の予防対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーション専門職に対する報酬額

リハビリテーション専門職 （日額）

報酬額

10,400円（税込）

＜感染症等の予防対策について＞ 

検討会議時等、人が集まる場所においては、感染症の予防対策をお願いします。 
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● メモ ● 
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参考資料１  

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 地域包括支援センター職員等研修会模擬会議資料 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域包括支援センター職員等研修会 

模擬会議資料（抜粋） 

【平成 30年 9月 7日実施】 
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参考資料２ 自立支援型ケアマネジメント検討会議助言集 
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